
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

市町村名

久万高原町

実質化された人・農地プラン

直近の更新年月日

令和6年2月7日令和3年3月23日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

樅ノ木地区（三坂集落）

87,528㎡

87,528㎡

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 　　30,753㎡

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

26,691㎡

0㎡

（備考）

　地区の農地87,528㎡を地区在住の8名の担い手（中心経営体）が耕作しており、現時点で担い手への農地の集
約は完了している。今後は将来を見据えた新規就農者の受け入れや、担い手間での借地などによる農地の面的
集約（連担化）に取り組んでいく。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　樅ノ木地区の農地は、地区内の8名の農家（内認定農業者5名、認定新規就農者1名）を中心経営体として農地
の集約化を実施している。今後は担い手同士で借地圃場や受託圃場を交換することにより、農地の面的集積を
促進していく。

　樅ノ木地区における将来的な後継者不足解消のため、入り作を希望する新規就農者の受け入れを促していく。
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４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

水稲・トマト 17,923

87,528

①　農地の貸付け等の意向
　地区内で貸付け等が行われている農地は11筆、15,917㎡となっている。今後は担い手間での借地について担
い手グループ内で協議を進める。

②　農地中間管理機構の活用方針
　将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は出し手・受け手にかかわらず、機構への農地の貸し付けを
積極的に行っていく。
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経営作目 経営面積
農業を営む範
囲
樅ノ木
樅ノ木
樅ノ木
樅ノ木
樅ノ木

樅ノ木認就 H 7,558


